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～
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

大
切
に
保
管
を
～

納
め
た
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ

料
）
控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ

ま
す
ま
す

額
を
証
明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
）
が
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
毎
年
11
月
初
旬
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

　

証
明
内
容
は
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令

和
２
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
納
付
さ
れ
た

国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見

込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込
額
で
す
。
納
付

忘
れ
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、
年
内
に
納
付
す

れ
ば
、
今
年
分
の
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場

合
な
ど
、
令
和
２
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
２

年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
保

険
料
を
納
付
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の

２
月
上
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
る

予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
令
和
２
年
中

に
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
た
方
全
員

に
こ
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
控
除
証
明
書
を
失
く
し
て
し
ま
っ
た

方
は
年
金
事
務
所
で
再
発
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

扶
養
家
族
分
も
納
付
し
た
方
は

　

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
場
合
も
、
そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し

た
方
の
所
得
税
な
ど
の
控
除
対
象
と
な
り
ま

す
。
年
末
調
整
な
ど
の
手
続
き
の
際
に
ご
自

身
の
社
会
保
険
料
の
額
と
合
算
し
て
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
は
、
ご
家
族
あ
て

に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
も
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

過
去
に
滞
納
な
ど
が
あ
る
方
も
控
除
を
受
け

ら
れ
ま
す

　

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
は
、
今
年
中
に

支
払
っ
た
保
険
料
の
た
め
、
今
か
ら
年
末
ま

で
に
支
払
う
保
険
料
も
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
過
去
に
滞
納
や
免
除
期
間
が
あ
る

方
も
、
年
末
ま
で
に
保
険
料
を
支
払
え
ば
、

所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

控
除
証
明
書
が
届
か
な
い
と
き
は

　

令
和
２
年
中
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
て
い
る
の
に
控
除
証
明
書
が
届
か
な
い
方

は
、
日
本
年
金
機
構
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

　

大
垣
年
金
事
務
所
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※
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
に
つ
い
て
の
ご
照
会
は
、
控

除
証
明
書
の
ハ
ガ
キ
に
表
示
さ
れ
て
い
る

電
話
番
号
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
延
長
窓
口
サ
ー
ビ
ス
★

　

毎
週
水
曜
日
は
、
午
後
７
時
ま
で
税
務

課
窓
口
業
務
を
延
長
し
て
い
ま
す
。

　

町
税
の
納
付
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

★
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
る
方
へ
★

口
座
振
替
は
、
各
納
期
限
が
振
替
日

と
な
り
ま
す
。
納
期
限
の
前
日
ま
で
に
預

金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

今
月
の
納
税

今
月
の
納
税

国
民
健
康
保
険
税　

第
７
期

　

11
月
30
日
（
月
）

　

ジ
ン
サ
ポ
！
ぎ
ふ
企
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

よ
ろ
ず
支
援
拠
点
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
、

企
業
・
事
業
主
向
け
の
ビ
ジ
ネ
ス
相
談
会
を
、

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
個
別
形
式
で
、

人
材
の
育
成
や
確
保
、
定
着
に
つ
い
て
の
課

題
解
決
や
助
成
金
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
無
料

で
行
い
ま
す
。

日
時　

11
月
19
日
（
木
）

　

①
午
前
10
時
30
分
～

　

②
午
後
１
時
30
分
～

　

③
午
後
３
時
～

　

各
回
60
分
～
90
分

※
完
全
予
約
制

場
所　

池
田
町
中
央
公
民
館
２
階
第
２
・
３

研
修
室

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
企
業
・
事
業
主
の
方

は
、
企
業
名
、
申
込
者
名
、
電
話
番
号
、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
、
相
談
方
法
（
開
催
地
で
個
別

面
談
、Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
Ｗ
ｅ
ｂ
面
談
）
を
、

産
業
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

産
業
課

　

☎
45
・
３
１
１
１
（
内
線
２
５
３
）

出
張
ジ
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サ
ポ
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ｓ
ｉ
ｓ
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出
張
ジ
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サ
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ｓ
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inin  
岐
阜
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

岐
阜
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

な
り
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び
住

民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
そ
の
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
と
は
、
自
分
自
身
の
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
、
国
民
健
康
保
険
、

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
な
ど
）
を
納
付
し
た

と
き
に
受
け
ら
れ
る
所
得
控
除
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

申
告
で
き
る
金
額
は
、
年
間
に
納
付
し
た

社
会
保
険
料
の
金
額
（
給
与
か
ら
天
引
き
さ

れ
た
金
額
も
該
当
し
ま
す
）
で
す
。

　

年
末
調
整
の
申
告
に
お
い
て
は
、
給
与
か

ら
天
引
き
さ
れ
た
社
会
保
険
料（
健
康
保
険
、

厚
生
年
金
な
ど
）
は
、
事
業
所
で
一
括
し
て

計
算
し
ま
す
の
で
、
ご
自
身
が
申
告
書
に
記

入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
業
所
が
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ご
自
身
が
納
付

し
た
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
、
国
民
健
康

保
険
な
ど
）
を
申
告
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
手
続
き
で
国
民

年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申

告
す
る
場
合
は
、
今
年
１
年
間
（
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
）
に
納
付
（
納
付
見
込

み
を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
な
ど
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
年
末
調
整
・
確
定
申
告
の
所
得
税

の
申
告
を
行
わ
な
く
て
も
、
住
民
税
の
申
告

を
行
う
場
合
に
は
、
こ
の
控
除
証
明
書
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
が
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す

　

１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の


